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第７７回広島市都市計画審議会議事録 

 

１ 開 催 日 時        令和８年（２０２６年）２月６日 １０時３０分 

 

２ 開 催 場 所        広島市役所 議会棟４階 全員協議会室  

 

３ 出席委員等    

 (1)  出席者 

  ア 学識経験者  佐名田敬荘 渡邉一成 小林文香 田中貴宏 真鍋俊枝 安部紀恵 

  イ 市議会議員   碓氷芳雄 大野耕平 川口茂博 定野和広 山内正晃 山路英男  

山本昌宏  

ウ 関係行政機関の職員  中国地方整備局長代理 企画部 事業調整官 守山和彦 

エ 県 の 職 員       広島県警察本部交通部長代理 交通部交通規制課課長補佐 松浦秀明 

オ 市 民 委 員       安部倫久 髙田綾 萩原孝一 

    以上 １８名 

 (2) 欠席者 

   学識経験者   神田佑亮 部谷俊雄 

(3) 傍聴人 

一般   ２０名 

報道関係  １社 

 

４ 閉 会        １２時１０分 
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第７７回広島市都市計画審議会 

                 日時：令和８年２月６日（金） 

                 場所：広島市役所 議会棟４階 全員協議会室 

 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 失礼します。定刻となりました。 

 ただ今から第７７回広島市都市計画審議会を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 私は、本日の冒頭の進行役を務めさせていただきます都市計画担当部長の横山でご

ざいます。 

 それでは、まず、お手元の配付資料の確認を行いたいと思います。 

 事前に配付いたしました第７７回広島市都市計画審議会とタイトルをつけておりま

す議案等を綴ったピンク色のファイルでございます。その他クリップとじとしており

ますが、会議次第、配席表、広島市都市計画審議会委員名簿でございます。それに続

きまして、資料１として、第１号議案及び第３号議案に関する意見書の要旨、資料２

として、第１号議案及び第３号議案に関する意見書を配付しております。次に、資料

３として、報告事項の都市再開発の方針の策定についてを配付しております。また、

別冊として、緑色のファイルの広島市都市計画審議会関係資料をお渡ししております。 

 資料に不足はございませんでしょうか。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 ありがとうございます。 

 また、お手元にマイクを準備しておりますが、ハウリング防止のため、発言される

際にマイクのスイッチを入れていただき、発言後、速やかにスイッチをお切りいただ

くようお願いいたします。 

 それでは、お手元の配付資料の広島市都市計画審議会委員名簿をご覧ください。 

 この度、広島商工会議所の副会頭の交代に伴い、都市計画審議会委員の改選を行い
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ましたので、御紹介させていただきます。 

 新たに御就任いただきました広島商工会議所副会頭の部谷俊雄様です。本日は所用

のため御欠席でございます。 

 その他、神田委員におかれましても、本日は所用のため御欠席となっております。 

 続きまして、本日出席しております事務局職員及び関係課の紹介をいたします。 

 初めに、事務局職員です。 

 都市整備局長の中西でございます。 

○事務局（中西都市整備局長） 

 中西でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 都市計画課長の岸本でございます。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 岸本でございます。よろしくお願いします。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 続きまして、関係課の職員を御紹介いたします。 

 都市整備局都市機能調整部市街地再開発担当課長の坂本でございます。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 坂本でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 それでは、審議に先立ち、事務局を代表いたしまして、都市整備局長の中西より御

挨拶申し上げます。 

○事務局（中西都市整備局長） 

 広島市都市整備局長の中西でございます。 

 委員の皆様におかれましては、本日お忙しいところ、都市計画審議会に御出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。 

 広島市では、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心の東西の核と位置づけま
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して、都市機能の集積、強化を図りながら、それぞれの核が活力とにぎわいを生み、

相互に刺激し、高め合う、楕円形の都心づくりを進めているところでございます。 

 広島駅周辺地区につきましては、昨年、駅ビル、ｍｉｎａｍｏａがオープンいたし

まして、路面電車が２階に乗り入れるなど、様々な整備事業が完成したところでござ

いまして、今年に入ってから、３月には、広島駅からエールエールＡ館、３月には名

称が変わりましてエールエールＨＩＲＯＳＨＩＭＡになるそうでございますけども、

エールエールＨＩＲＯＳＨＩＭＡへ向かって、ペデストリアンデッキが開通する予定

でございますし、エールエールＨＩＲＯＳＨＩＭＡの福屋さんも、改装オープンが３

月に予定されているということでございます。４月に入れば、新年度早々、中央図書

館がオープンする予定とされているなど、広島駅周辺地区のにぎわいも大分進んでき

ているというふうに感じているところでございます。 

 また、西の核の紙屋町・八丁堀地区におきましては、現在、基町相生通地区市街地

再開発事業が進んでいるところでございます。ちょうど高層棟の工事が進み、大分高

いビルが出現してきておりまして、この高層棟、令和９年度の竣工に向けて、事業を

推進しているところでございます。高層棟につきましては、商工会議所が移転します

し、あと、高層部にはアンダーズというハイアット系列の高級ホテルが入るなど、こ

ちらも紙屋町・八丁堀地区のにぎわいの創出に向けて、大きく貢献をしてくれるので

はないかというふうに考えているところでございます。 

 本日御審議いただく広島八丁堀３番７番地区の第一種市街地再開発事業につきまし

ても、紙屋町・八丁堀地区にございますので、こちらの事業も紙屋町・八丁堀地区の

にぎわい創出に大きく貢献していただけるのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 委員の皆様におかれましては、広島市のさらなる魅力あるまちづくりを進めるため、

専門的な知見と御意見を賜りまして、忌憚のない御意見をいただければと思っており

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 
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 ありがとうございました。 

 それでは、これより議事進行は渡邉会長にお願いしたいと思います。渡邉会長、よ

ろしくお願いいたします。 

○渡邉会長 

 おはようございます。 

 本日も御多忙の中、委員の皆様におかれましては御出席を賜り、誠にありがとうご

ざいます。 

 本日の御出席いただいております委員の皆様は、２０名中１８名でございます。定

足数に達しておりますので、本日の審議会は成立しております。 

 次に、本日の議事録の署名をお願いする委員を指名させていただきます。本日の署

名は、小林委員と大野委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 また、本日の審議会、傍聴者がいらっしゃいます。傍聴される方、報道機関の方は、

お配りしております遵守事項を守っていただきますようよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の議案について事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 本日の議案について御説明いたします。 

 さきに開催通知でお知らせしておりますとおり、本日御審議いただく議案は３件で

す。いずれも広島八丁堀３番７番地区市街地再開発事業に関する案件であり、第１号

議案が第一種市街地再開発事業の決定、第２号議案が都市再生特別地区の変更、第３

号議案が公園の変更についてです。 

 このほか、報告事項として、都市再開発の方針の策定について御報告いたします。 

 以上でございます。 

○渡邉会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 第１号議案から第３号議案につきましては、先ほど事務局から説明がありましたよ
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うに、関連する案件ですので、一括して審議することとしたく思います。 

 それでは、まず、事務局の説明を求めます。お願いします。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 それでは、第１号議案から第３号議案について一括して説明します。着席にて説明

させていただきます。 

 いずれの議案も広島八丁堀３番７番地区の市街地再開発事業に係るものであり、第

１号議案は、第一種市街地再開発事業の決定、第２号議案は、都市再生特別地区の変

更、第３号議案は、都市計画公園の変更です。いずれも広島市決定の案件です。 

 まず、広島八丁堀３番７番地区の位置ですが、オレンジ色で示す区域です。水色で

示します現在事業中の基町相生通地区の再開発事業の区域と隣接しています。本地区

は、都市再生の拠点となり、都市開発事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整

備を推進すべき地域として国に指定された特定都市再生緊急整備地域に位置していま

す。 

 特定都市再生緊急整備地域では、地域整備方針が定められています。整備の目標と

して、国際競争力の強化に向けた取組の推進などがあげられています。また、推進す

べき都市機能として、高次都市機能の集積や交通の利便性を生かした都心居住の推進、

高規格オフィスの実現等による業務機能の充実・強化などがあげられています。 

 続きまして、事業概要です。 

 まず、地区の課題について説明します。１つ目の課題が、建物の老朽化です。築５

０年以上の建物が多数存在するなど、地区全体で建物の老朽化が進んでおり、耐震性

が不足しているなど、都市機能の更新が遅れています。 

 ２つ目の課題が、良質な滞在空間の整備です。広島市基本計画において、幅広い分

野での国際交流、国際協力の推進を掲げていますが、国内外の高度外国人材の受皿と

なる良質な滞在空間や高規格オフィス等の整備が進んでいない状況です。 

 ３つ目の課題が、オープンスペースの整備です。本地区では、都心空間の有効活用

による新たなにぎわい創出に資するオープンスペースが不足しています。例えば都心
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空間におけるオープンスペースとなる京口門公園は、周辺の建物の高層化により、薄

暗く閉鎖的な空間となっており、周辺住民や都心を訪れる方が利用しにくい状況とな

っています。また、地区内に京口門公園以外にまとまったオープンスペースがない状

況です。 

 次に、都市計画決定及び変更の経緯について説明します。本地区では、事業者であ

る市街地再開発準備組合が都市計画の素案を作成し、令和７年９月１９日に本市へ都

市計画提案を行いました。提案内容を確認したところ、本市のまちづくりの方針に適

合していること、国際交流拠点の整備や都市機能の充実・強化など、まちづくりへの

寄与の度合いが高いことから、都市計画の決定及び変更を行うものです。 

 市街地再開発事業の目的は、細分化された敷地の統合などにより、土地の合理的か

つ健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。事業の種類には、第一種市街地

再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。第一種市街地再開発事業は、権利

変換方式により権利者が再開発後のビルに入居する一般的な手法です。第二種市街地

再開発事業は、一旦、施行区域内の建物、土地等を事業者が買収する手法ですが、再

開発後に入居を希望する場合、その買収代金に代えて再開発ビルの床を得ることも可

能です。本事業は、第一種市街地再開発事業となります。 

 次に、第一種市街地再開発事業の仕組みについて説明します。第一種市街地再開発

事業では、右側の図のとおり、不燃化した共同ビルを建設するとともに、敷地を共同

化し、高度利用します。事業費は、土地の高度利用によって生み出される新たな床で

ある保留床を処分することなどによって賄われます。建物や土地の所有者などは、従

前の資産に見合う再開発ビルの床の一部を権利床として取得します。床面積は、従前

より減少することが一般的ですが、自分たちで建て替えを行う場合と比較すると、再

開発組合が主体となり一括して事業を進めるため、地権者の負担が軽減されるなど、

地権者にとってもメリットがあるのが特徴です。 

 次に、市街地再開発事業の内容です。右側の区域がＡ街区で、国際交流拠点などが

整備されます。左上の区域がＢ－１街区で、住宅棟であり、左下の区域がＢ－２街区
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で、オフィス棟になります。また、中央の区域が再整備を行う京口門公園であり、現

在はＡ街区の位置にあります。本事業では、先ほど説明しました地区の課題を踏まえ

て整備を行います。まず、課題１の建物の老朽化については、地区全体で耐用年数を

経過した建物の更新を行います。また、無電柱化の推進も併せて行います。次に、課

題②の良質な滞在空間の整備については、Ａ街区の国際交流拠点の整備、Ｂ－１街区

の外国人居住の対応、Ｂ－２街区の国際的なビジネス環境の形成を行います。次に、

課題３のオープンスペースの整備については、京口門公園の再整備や、新たにオープ

ンスペースの整備を行うこととしています。 

 これは、断面イメージです。Ａ断面は、右上に示しますとおり、ピンク色の破線で

示した断面を下から上に矢印の方向に見た図になります。Ａ街区に建設するビルは、

高さ約６０メートルで、高層階はオフィス、中層階は国際交流拠点や集会所など、低

層階は教育関連施設となる予定です。Ｂ－２街区に建設するビルは、高さ約６０メー

トルで、オフィスとなる予定です。 

 これは、Ｂ断面のイメージです。Ｂ断面は、右上に示しますとおり、ピンク色の破

線で示した断面を左から右に矢印の方向に見た図になります。Ｂ－１街区に建設する

ビルは、高さ約１２０メートルで、住宅となる予定です。 

 これは、完成イメージです。北東側から見た鳥瞰イメージとなります。 

 続きまして、都市計画の決定及び変更の内容です。 

 まず、第１号議案の第一種市街地再開発事業の決定です。議案書では３ページから

９ページとなります。 

 計画書の内容を説明します。議案書では４ページとなります。右側の図の赤色の線

が市街地再開発事業の区域です。面積は約１．４ヘクタールとなっています。３つの

街区に分けており、オレンジ色の区域がＡ街区、黄色の区域がＢ－１街区、青色の区

域がＢ－２街区です。建築物の整備に関する計画では、建築面積などを定めており、

Ａ街区は建築面積を約１，４５０平方メートル、主要な用途を事務所とすることなど

を定めています。Ｂ－１街区は、建築面積を約１，５００平方メートル、主要な用途
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を住宅とすることなどを定めています。Ｂ－２街区は、建築面積を約１，３５０平方

メートル、主要な用途を事務所とすることなどを定めています。 

 次に、建築敷地の整備に関する計画です。建築面積は、Ａ街区では約１，９００平

方メートル、Ｂ－１街区では約３，４００平方メートル、Ｂ－２街区では約１，８０

０平方メートルとしています。整備計画は、良好な歩行空間の確保及び良好な都市景

観の形成に資するため、都市再生特別地区の壁面の位置の制限を行うとしています。

次に、住宅の建設目標です。約４００戸としています。 

 次に、第２号議案の都市再生特別地区の変更です。議案書では１０ページから１７

ページとなります。 

 計画書の内容を説明します。議案書では１３ページとなります。赤色の線が都市再

生特別地区の区域です。面積を約１．４ヘクタールとしています。容積率の最高限度

を、現行の指定容積率５００パーセントから４００パーセントの緩和を行い、９００

パーセントとしています。容積率の最低限度を２５０パーセント、建蔽率の最高限度

を８０パーセント、建築面積の最低限度を２００平方メートル、高さの最高限度を１

２０メートルとしています。また、歩行空間等を確保するため、壁面の位置の制限を

定めており、水色の線は、道路境界から２メートル、緑色の線は、隣地境界から１．

５メートル後退することとしています。 

 次に、都市再生特別地区における容積率の緩和について説明します。都市再生特別

地区は、都市再生緊急整備地域内において、既存の地域地区に基づく建築物の高さや

容積率等の規制を適用除外とした上で、都市再生への貢献度に応じて容積率の緩和等

を定める都市計画制度です。本市では、都市再生特別地区の運用について、広島市都

市再生特別地区の提案に関する取扱基準を策定しています。この取扱基準の評価項目

に基づき、都市計画提案の内容を評価し、容積率の緩和を行っています。本事業では、

都市再生に寄与するものとして、①の国際交流拠点等の整備を評価しております。こ

れは、先ほど説明しました課題②の良質な滞在空間の整備に対応するものとなります。

次に、同様に、都市再生に寄与するものとして、②の京口門公園などのオープンスペ
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ースの整備を評価しています。これは、先ほど説明しました課題③のオープンスペー

スの整備に対応するものとなります。次に、同様に、都市再生に寄与するものとして、

③の歩行者空間の整備を評価しております。これは、民間敷地を活用し、歩道を拡幅

するものです。以上のような評価を行い、容積率の緩和を行っています。 

 次に、第３号議案の都市計画公園の変更です。議案書では１８ページから２４ペー

ジとなります。 

 計画書の内容を説明します。議案書では１９ページとなります。図の赤色の区域が

新たな位置で、追加する区域となり、黄色の区域が元の位置で、削除する区域となり

ます。今回の変更は、区域の変更のみであり、計画書における名称、面積等の変更は

ありません。 

 続きまして、都市計画案の縦覧結果です。 

 本件については、案の縦覧を令和７年１２月９日から２３日まで行いました。縦覧

者数は０名、意見書の提出は、市街地再開発事業について８件、都市計画公園につい

て１件ありました。 

 提出のありました意見書の要旨について説明させてもらいます。資料１により、意

見書の要旨及び広島市の考え方について説明します。なお、資料２は、意見書の全文

となりますので、参考としてご覧ください。 

 資料１の３ページをご覧ください。今回提出のあった意見書では、内容が重複して

いるものがあったことから、内容ごとに整理を行っています。なお、意見書では、資

料２の１ページのように、賛成の意見が１件ありましたが、資料１では、それ以外の

意見について整理を行っております。 

 最初に、表の左側の上の項目にありますとおり、意見書の要旨のうち、都市計画の

案に関する内容と、右側のそれに対する本市の考え方を説明します。なお、前面のス

クリーンに、説明に出てきます施設名等を表示していますので、併せてご覧ください。 

 資料の１の①のハイネス白峯ビルに関する事項です。画面では、右下の写真となり

ます。意見１として、ハイネス白峯ビルを除いた計画としてもらいたい。意見２とし
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て、住み慣れた場所で穏やかに暮らしたいという意見がありました。これに対して、

右側の広島市の考え方ですが、まず、１番目ですが、この計画については、事業者に

おいて、ハイネス白峯ビルの区分所有者の過半数の同意を得るとともに、未同意の方

についても個別説明等で主だった反対がなかったことなどから、本計画に賛同が得ら

れたものと判断し、都市計画提案を行ったものです。２段目ですが、本市においても、

ハイネス白峯ビルを含めた区域全体の土地所有者等の９８パーセント以上の同意が得

られていることと、本市のまちづくりの方針と整合が図られているなどから、本提案

を受理しています。３段目ですが、ハイネス白峯ビルは、本事業の計画区域の中心に

位置していまして、街区全体で整備することで、一体となったオープンスペースを形

成し、都市再生の拠点として、緊急かつ重点的に市街地整備を推進する上で、本市と

しても妥当な区域設定として考えています。４段目ですが、このようなことから、事

業を進めていくこととしていますが、現在、事業者において追加説明会の開催や個別

面談等を実施するなど、丁寧に説明しており、引き続き、本市としても事業者に対し

て丁寧かつ誠実な対応を行うよう働きかけていきたいと考えております。 

 次に、左側の②の周辺道路への交通影響等についてです。画面では、左上の写真に

なります。意見としては、一般道路交通への著しい支障が生じるような建物配置とな

っているという意見がありました。これに対して、右側の広島市の考え方ですが、１

段目ですが、本事業の建物配置に伴う交通処理計画については、関係機関と事前協議

を行い、一般道路交通に支障がないものとして、都市計画提案を行うことの了承を得

ていることを確認しています。次に、左側の意見の２つ目の項目ですが、ＹＭＣＡ前

面道路の幅員縮小による交通渋滞リスクは看過できないという意見でした。理由とし

ては、下の主な理由の１つ目の項目ですが、ＹＭＣＡの利用者のための送迎時間帯に

は路上駐車が目立ち、送迎車両による交通上の支障が生じているという理由です。こ

れに対して、右側の広島市の考え方です。２段目ですが、本事業において、施設計画

に応じて、新たに待機スペースを敷地内に適切に確保するとともに、適切に管理運営

ができるような誘導や施設利用者への注意喚起、指導の徹底を図るなど、一般道路交
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通に支障がない計画とすることとしています。 

 続きまして、４ページ目をお開きください。次に、③の京口門公園の移設について

です。画面では、右上の写真になります。意見としては、京口門公園は、移転される

べきでない。京口門公園を再開発計画から除外し、その歴史的、文化的価値を尊重し

た保存活用を強く求めるという意見がありました。これに対して、右側の広島市の考

えですが、かつての京口門があった場所は、古い地図によると、移転先付近と思われ

ますが、正確な場所は判明しておらず、今後、発掘調査が必要となり、場所が特定で

きた場合、その場所を明示するなどの対応を検討していきたいと考えています。また、

事業者においても、文化財保護を所管する担当課と適宜協議、調整を行っており、事

業実施に当たり試掘調査を行うなど、適切に対応していくこととしています。 

 ５ページ目をお開きください。このページからは、都市計画以外のその他の内容で

す。 

 まず、①の地権者等の調整についてです。意見としては、住民の意思を反映した都

市計画案を作成すべきであるという意見がありました。理由としては、主な理由の１

つ目の項目ですが、住民の意思の全く反映されない再開発事業を施行するための計画

であるという理由です。これに対して、右側の広島市の考え方ですが、先ほど説明し

ました３ページの①のハイネス白峯ビルに関する事項と同様の内容となりますので、

省略させていただきます。 

 次に、②の権利変換等についてです。意見としては、当事業における権利変換等に

ついて、条件が満たされる場合には、再開発事業に賛同するものとする。しかし、こ

れらの条件が認められない場合は、再開発事業に反対するという意見がありました。

これに対して、右側の広島市の考え方ですが、１段目ですけども、都市計画決定後に

都市再開発法に基づく市街地再開発組合が作成する権利変換計画等において、具体的

な内容を示すこととなります。２段目ですが、都市再開発法に基づき、都市再生や公

共性の高い事業目的を前提としていることから、土地所有者の３分の２以上の同意に

より事業が進められることとなっていますが、一方で、同法では、権利床や金銭によ



－12－ 

る従前資産に対する等価での権利補償等を規定しております。これらより、地権者の

財産権保護が適切に図られます。３段目ですが、しかしながら、地権者の方が事業計

画等に不安を持たれていることは事業者も認識しており、現在、地権者を対象とした

説明会や個別面談等を複数回実施しています。４段目ですが、本市としても、引き続

き、事業者に対して丁寧かつ誠実な対応を行うよう働きかけていきたいと考えていま

す。 

 ６ページ目をお開きください。次に、③の慰霊碑についてです。画面では、左下の

写真です。これは、済美国民学校の慰霊碑です。意見としては、原爆慰霊碑への無配

慮は許されるべきではないこと、慰霊碑の尊厳と平和の祈りの場を守ることという意

見がありました。これに対して、右側の広島市の考え方ですが、土地所有者である広

島ＹＭＣＡの関係者などに聞き取りをし、これまでのところ、この場所に残置させな

ければならないという明確な根拠は確認できないという状況だと聞いていますが、広

島ＹＭＣＡとしても、被爆体験の伝承、継承に資する施設として重要なものと考えて

おり、撤去ではなく、移設による保存を望まれています。そのため、本事業では、Ａ

街区の中層階において、平和及び文化の体験や交流が可能な空間を整備するとともに、

当該空間を候補地として慰霊碑を移設し、そのほかの広島ＹＭＣＡの保管資料等も含

めて一般公開することで、平和を考える場としての役割を担っていくものと聞いてお

ります。 

 次に、④の都市計画決定後の施設計画等についてです。意見としては、将来にわた

って安心・安全で快適な次世代に誇れるまちの姿に変われることを目指してほしいと

いう事業に対する要望がありました。これに対して、右側の広島市の考え方ですが、

具体的な施設計画等は今後、事業実施に当たり作成することになるため現時点では未

定ですが、事業者からは、安心・安全、快適にも配慮していきたいと聞いております。 

 以上で意見書の要旨及び広島市の考え方の説明を終わります。 

 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○渡邉会長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、ただ今事務局から説明のありました第１号議案から第３号議案について、

御質問、御意見等をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いかがで

しょうか。 

 お願いします。 

○山路委員 

 基本的なことは賛成というか、何もないのですけども、この京口門公園には公共の

喫煙場所があるのだと思いますが、この公共の喫煙場所というのは、吸う方にとって

も吸われない方にとっても、大変重要な施設というふうに僕は認識してまして、吸わ

ない方にとっては、受動喫煙防止するための施設だというふうに考えております。今、

京口門公園には、公共の喫煙場所があり、屋外で２４時間使える重要な施設だと思っ

ていますけど、この喫煙場所はどういうふうになりますか。 

○渡邉会長 

 お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 ただ今京口門公園内にあるこの喫煙所というものは、先ほど説明させていただきま

したＢ－２街区、オフィスが入るところなんですけども、今のところ、そちらの建物

の中に移転するというふうに聞いています。この利用時間については、今後、施設計

画の検討を進める中で、関係課と調整していきたいと聞いております。以上でござい

ます。 

○渡邉会長 

 お願いします。 

○山路委員 

 広島市でも公共の喫煙場所については、アリスガーデンでアンケート調査というか、

何か実証実験やりましたよね。それで、設置したときと設置しなかったときの実験結

果で、ちょっと忘れましたけど、１週間で何千本とかという、多分、ポイ捨てが防止
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されたというような話で、結局、アリスガーデンに、またこれは実験として設置して、

なかったときに、数千本のたばこのポイ捨てのごみが野に放たれると。それよりも、

きちっとしたところで吸ってもらったほうが良いと。アリスガーデンは、こそこそと

吸われる方がいらっしゃって、そういった意味で考えると、吸わない人の受動喫煙の

防止のためには非常に有効であろうということで、今始まっておりますけども、そう

いった観点からすると、施設の中に設けていただくことは良いと思うのですが、それ

の表示とか、例えば時間についても、今２４時間吸えますので、そういったことを考

えると、できるだけ長い時間で、誰もが使えるような仕組みにしないと、建物の中に

つくるから良いなということでは、どうかなというふうに思いますが、そこは是非考

慮していただいて、是非公共喫煙場所というのは、吸う人のためにもなるし、吸わな

い人の受動喫煙防止のためにも是非検討していただきたいというふうに思います。 

○渡邉会長 

 事務局、お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 ただ今の委員の御意見を事業者の方にお伝えいたします。以上でございます。 

○渡邉会長 

 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 お願いします。 

○定野委員 

 まちが高度に生まれ変わるというのは、これは喜ばしいことだと思うのですけど、

私は、この住宅部分で気になったことがありましたので、お尋ねしたいと思うのです

けど、この資料を見ると、国内外の高度人材、来訪者等の受入れを促進するための高

次な居住機能の整備という書きぶりなんですけども、これ、外国の高度人材を受け入

れるためのハイレベルの居住空間というのは、例えばどういう機能があって、身近に

そういうのがありませんので、イメージが湧かないのですけども、どういうことをイ
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メージしておられるのか、お伺いできますか。 

○渡邉会長 

 事務局、お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 この都市型住宅の整備に当たりますが、外国人の入居にも対応可能な居住室内を有

する住宅を整備する計画としています。具体的には、外国語対応のコンシェルジュや

大型設備、冷蔵庫とかオーブン等のスペースを確保したキッチン、またはジムの併設

等を想定していると聞いています。以上でございます。 

○渡邉会長 

 お願いします。 

○定野委員 

 外国人対応というのは、要するに、大体、一般的にそういうジムがあったり、コン

シェルジュがいたり、大体そういうものなのですか。何か、それ、外国人対応なのか

って思うのですけど、それは何か普通のマンションではいけなかったのかなと私は思

うのですよね。あえて外国人に対応すると、例えば外国語表記は、今、どっちかとい

うと標準的にどちらもやっておられますし、サービスについては、例えばコンシェル

ジュとまでは言いませんが、管理人さんがいるマンションも当然あります。これをあ

えて外国人に対応したマンションとうたっているのは、よほど何かあるのかなと思う

のですが、その辺、聞かせてもらえませんか。 

○渡邉会長 

 お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 すみません、先ほど申し上げたのは、現時点でこういったことを考えているという、

イメージ的なことを御答弁させていただきましたので、こういった御意見を踏まえて、

事業者の方に伝えたいと思います。 

○渡邉会長 
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 お願いします、どうぞ。 

○定野委員 

 例えば冷蔵庫がついているとか、そういったものが外国人対応だと、私もなかなか

イメージが湧きませんので、その辺を少し、外国人に対応するというところが一体、

何をもって外国人対応なのかなということをもう少し考えていただきたいなと思いま

す。 

 あと、４００戸ということになりますと、ちょっとした町内会一つ分がここに誕生

するということで、今現在、この区画内に大体何世帯で何人ぐらい住んでおられるの

でしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 私の手元の資料によりますと、令和５年の時点で約７３０人住まわれています。以

上でございます。 

○渡邉会長 

 はい。 

○定野委員 

 多くの方が、今現在７００人、これ、４００戸に何人住まわれるか分かりませんが、

結構大きいまちがここへ新しくできるわけですね。しかも、外国人、国内外の高度人

材を対象としたということになると、そこに新しく今までとは違ったまちが一つ誕生

するわけです。そうなってくると、多文化共生といったことも少し、中にも謳ってお

られたと思うのですけども、基本的に多文化共生であったり、国際交流というのは、

交流するから交流するのであって、１か所にまとまって住んでいただくということが

本当に交流になるのかなと、私は疑問に思いました。ただ、それは住んでる方がいろ

いろ活動される中の交流ということだと勝手に理解しておりますけども、私が気にな

ったのは、真上から見ると、Ｂ－１街区ですかね、黄色に塗ってあるところが、これ
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は住宅ですよね。住宅というのは、基本的には、先ほど言われたように、かなりレベ

ルの高い、いわゆる高級なマンションということになりますと、基本的には一般の方

は立入禁止になるんだろうと思うのです。そうすると、上から見たときに、今のＹＭ

ＣＡが建っているところのかなり割合を、一般の方が立入りができない区画を一つ新

たにつくってしまうことになるんだと思うのです。ほかのところは、オフィスとか、

交流施設があるので、人が出入りするんだと思うのですけど、その一画に、基本的に

は周りから隔絶されたマンションという空間が新しく誕生すると。ということは、ほ

かのところのオフィス棟が、低層階がオフィスになっていて、上が住宅になるという

ことになると、上から見たとき、大体この地域全体的に人が動くかなと思うのですが、

そこだけ完全に住宅を、多分、皆さん入れないんだと思うのです。その住宅を一棟で、

オフィスと住宅を完全に分けてしまったのは、何か考え方はあるのでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 特定都市再生緊急整備地域の整備方針におきまして、ワーク・ライフ・バランスに

資する職住近接や、高度外国人材のための良質な滞在空間など、高次都市機能の集積

や交通の利便性を活かした都心居住を推進することとされていることから、本事業で

は、住宅を整備する計画としてございます。なお、住宅を整備するＢ－１街区には、

オープンスペース、資料でいいますと、まちのリビング等を整備しまして、オープン

スペース等を介した国内外の来訪者等の交流を促進するイベントの開催等を実施する

など、街区全体の一体性を図り、国際色あふれる一体的な街区整備を実施するものに

なっています。まず、この住宅棟をこの配置にしたのは、今お示ししています図面で

いうところの下側がバス通りになりますので、それを避けるような意味で、住宅棟を

Ｂ－１街区に配置したものでございます。以上でございます。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 
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○定野委員 

 すみません、これ、事業者の計画にケチをつけているわけじゃないのですが、ここ

にバスが通るから少し離しましたというのは分かるのですが、結局、オープンスペー

ス、まちのリビングを設けたとしても、私が申し上げているのは、誰でも入れる空間

じゃない部分というのがありますよね。広島の都心、ど真ん中に、立地としてはもう

最高の立地だと思うのですけど、ここにそういった誰も入れない空間、住民しか入れ

ない空間を新たにつくるということが、ここの場所として、それは本当に立地として

は、私はもったいないなと思ったので、今聞いたのです。マンションの敷地内、多分、

建物内、入れないと思うのですけど、住民しか。それを結構大きな敷地面積が、建物

が建つので、そこについては、その立地を生かした整備ということを謳っているので

あれば、立地を生かしたということから、少し遠ざかるのかなと私は思いました。入

れない空間になるかなと思いますけど。 

 あと、最後ですけど、実は令和８年度の広島市の予算の中に、整備の予算入ってい

るんですよね。２億８，０００万ぐらい入っているのですけど、今回、例えばいろい

ろこの審議会などで意見が出た場合、例えば意見がついた場合、何か皆さんから話が

出た場合というのは、これは来年度の予算というのは、もう３月には審議することに

なっているのですけど、これは何らかのスケジュールとしての影響を与えてしまうも

んなのでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 いずれにしましても、審議会の御承認、議会の御承認が前提となるものでございま

す。なので、予算としては、令和８年度の予算には計上してございますが、あくまで

も御承認が前提ということで計上させてもらっているものでございます。以上でござ

います。 

○渡邉会長 
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 どうぞ。 

○定野委員 

 最後にしますけども、さっきの上から見たときに人が入れない空間が生まれるよと

いうところを私としては、意見としては言っておきたいのですよね。この計画、今さ

ら、全部つくり直すというのは無理なのでしょうけども、そこはそういった懸念もあ

りますよということは、私は強く申し上げたいと思いますし、あくまでこの審議会が

通る前提で予算を計上しているというのも、もう来月は令和８年度予算の審議をする

わけですから、その辺りは、是非ともこの審議会の審議を通ることを前提ということ

にならないように、しっかりと私も資料を見せていただきますし、そういった思いで

いますので、すみません、少し生意気なことを申し上げましたけども、以上で終わり

ます。 

○渡邉会長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ、事務局、先に。 

○事務局（横山都市計画担当部長） 

 いろいろとありがとうございます。都市計画課の方で、この提案を受けるに当たっ

てのどう考えたかという辺りを少し説明させていただきます。 

 建物が今回３棟に分かれておりますので、再開発事業としての一体性がどうかとい

うところは議論いたしました。今、設けている平面的な公園とかオープンスペースの

空間で、３棟をつないでいくようなイメージになっております。先ほど外国人人材の

方が住まわれるというお話ありましたけれども、外国人の方も住むことができる住宅

として施設を造るという考えでございまして、日本人の方を入れないというものでは

ありません。オフィスの方も、外資系の業者の方が入られたりというところも想定し

て、礼拝堂を設けたりとか、こちらも高度外国人人材の方が入られるようなオフィス

の設えに今しているところです。なので、こちらの方、国際交流の街区も併せて、外

国人の方が、先ほどの滞在空間という話もしましたけれども、住んでいただくにして
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も、働くにしても、何か交流を持ちながらやっていただきたいという考えでございま

して、これは、都市計画決定と話が替わりますけれども、ソフト的なところでもイベ

ントをやったりというところも考えていくような話を事業者の方としているところで

ございます。 

 先ほどの住宅の１階部分の使い方の話でございますけれども、都市計画課としまし

ては、幹線道路沿道につきましては、高度利用型の地区計画というものを数年前に定

めまして、１階を住宅用途でないものに誘導するということもやっております。ここ

の敷地につきましては、いわゆる相生通りなどの幹線道路、都心の幹線道路とは少し

離れたところにありますので、そういった我々が最優先でやらなければいけない地区

とは少し違うのかな、というのが都市計画課の捉えでございます。できることなら、

定野委員の言われるように、都心では住宅の足回りをその他の皆さんが使われるよう

な用途にというお願いはしてきているところではございますが、今回、再開発事業で

ございますので、事業の採算性とか、分譲マンションの売りやすさとかいうところも

事業者の方は考えているんだろうと思っております。そういったことを総合的に見て、

この計画は、この計画として、このようなものなのかなという受け止めをしたという

ところでございます。以上です。 

○渡邉会長 

 ありがとうございました。 

 川口委員、お願いします。 

○川口委員 

 お疲れさまでございます。 

 広島市の考え方の一番最初の、ハイネス白峯ビルに関する事項についてというとこ

ろで、都市計画提案時にハイネス白峯ビルを含めた区域全体の土地所有者の９８パー

セント以上の同意が得られておりと書いてあると思うのですけど、土地所有者が全体

どのくらいいらっしゃって、反対されている方は大体何人ぐらいいらっしゃるのか、

というのを教えていただければと思います。 
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○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 地権者としては１１名となっております。白峯ビルの方、全体２９名になっており

ます。まず、同意書を出された方は１６名の方になっております。あと、今回、意見

書を出された、主に反対の意見という方は１７名となっております。連名となってお

りますので、そういう形になっております。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 

○川口委員 

 すみません、よく分かりにくいのですけども、全体で何名いらっしゃって、何名の

方が反対されているのかと、もう一度お聞かせいただけたらと思います。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 共有マンションの場合は、地権者数としては１とみなして同意者数を計算しますの

で、計算上０．７８になりますので、全体としては１０．７８ということになります。

１１名に対して１０．７８なので、大体９８パーセントの同意という計算になります。

この計算の仕方なのですけども、広島市独自で定めたということでなくて、都市再生

特別措置法の中で、共有名義については、そういう１地権者として面積によって按分

するとなっておりますので、そういったことに基づいて計算しております。以上でご

ざいます。 

○渡邉会長 

 お願いします。 

○川口委員 

 すみません、知識がなさ過ぎて、数的にはよく分からないのですけども、認められ

た中での９８パーセントの同意が得られているというような話で、都市計画提案時の

要件である土地所有者の３分の２以上が同意を得られているから、良いのですよとい
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うような話が書いてあるんだと思うのですけど、おっしゃるとおり、法令遵守をしっ

かりやっていただいて、進められていると思うのですけども、私が申し上げたいのは、

皆さん、そういう反対されている方にも当然気を配っていただいているとは当然思っ

ております。しかしながら、やはり住み慣れた土地で何十年も多分そこに住まわれて

いる方が、いや、移動したくないよみたいな話のことも当然あるんだと思うのですね。

そうした中で、是非そういった方にも引き続き、丁寧に御説明していただきながら、

なるべく、なかなか賛成とは言ってもらえないかもしれないのですけども、誠意を尽

くして、引き続きですね、誠意を尽くしてないとは言ってないのですけども、誠意を

尽くしていただきまして、やはり少しでもそういった不安を解消するとか、そういっ

たことに、引き続き努めていただけたらなと思っております。 

 住環境が変わることというのは、特に御高齢の方ではないのかと勝手に想像してい

るのですけども、ストレスというのはかかると思います。また、今まで住んでいた面

積の割合の例えば８割ぐらいしか床面積ではもらえなかったりすると、中のものをど

う処分しようかなとか、いろいろ問題が、心配されていることが当然あるんだと思う

ので、是非ともそういった方にも引き続き御配慮いただいて、寄り添っていただいて、

しっかり進めていただけたらと思います。計画全体に反対しているわけではないので

すけども、やはりそういった弱者といいますか、そういった方にも引き続きしっかり

気を遣っていただきたいなということで、申し上げた次第でございます。引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 御意見ありがとうございます。そのようなつもりでやっていきたいと思っておりま

す。以上でございます。 

○渡邉会長 

 ほかにございますでしょうか。 
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 じゃあ、どうぞ、碓氷委員。 

○碓氷委員 

 先ほど御説明がありましたこの意見書について、いろんな角度からの意見書になっ

ているように思いますが、その中で、慰霊碑についての項目がありました。これは確

認なのですけれども、この広島ＹＭＣＡ敷地内にあるこの原爆慰霊碑、これは所有と

か、管理については、誰がそれを負っているのでしょうか。広島市のものなのか、広

島ＹＭＣＡのものなのか、そこはいかがでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 慰霊碑の所有なのですけども、事業者において土地所有者である広島ＹＭＣＡの関

係者などに聞き取りを行っていますが、現時点では特定ができていません。引き続き

事業者において調査を進めていくと聞いています。以上でございます。 

○渡邉会長 

 はい。 

○碓氷委員 

 そうしますと、その意見書の内容としては、原爆慰霊碑への無配慮は許されるべき

ではない、あるいは、今回の計画の区域からは除外してほしいといったような内容に

なっております。それに対しての広島市の考えを先ほど御説明いただきましたけども、

広島ＹＭＣＡとしても、被爆体験の伝承、継承に資する施設として重要なものとして

考えており、撤去でなく、移設による保存を望まれていると。要するに、この広島Ｙ

ＭＣＡとしてはこういう考えだと、だから良いんだというふうに聞こえるのですけど

も、先ほど確認をしましたところ、この所有者が誰か分からない。誰か分からないこ

の慰霊碑について、広島ＹＭＣＡが良いと言ったから、良いということになるものな

のでしょうか。 

○渡邉会長 
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 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 慰霊碑につきましては、済美学校卒業生及び旧職員一同が建立されたと記載がござ

います。事業者において所有者の調査を進めているところですが、現時点では先ほど

申し上げましたように、特定ができておりません。この意向については確認できてい

ませんので、今後、所有者が特定できた場合、所有者の意向を確認の上、慰霊碑の移

設について調整していきたいと考えております。以上でございます。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 

○碓氷委員 

 ありがとうございます。ということで、もちろんこれから調査をしなきゃいけない

課題も残っているというふうに思うのですけども、ですから、拙速に広島ＹＭＣＡの

敷地内にあるから、広島ＹＭＣＡの意見だけで、何か前に進めて良いというものでも

ないような印象を私は持っておりまして、特にこの広島市において、こういう原爆慰

霊碑というのは、非常に心の問題にも関わると思いますので、先ほど川口委員からも

ございましたように、そういう意見を持ってらっしゃる方の意見もしっかり聞いてい

ただいて、丁寧な対応を進めていただきたいと、私からも要望しておきたいと思いま

す。以上です。 

○渡邉会長 

 ありがとうございます。 

 髙田委員、お願いします。 

○髙田委員 

 私も意見書の中の②番の周辺道路の交通影響についてというところをお伺いしたい

のですけど、今のＹＭＣＡが、京口門公園の方に移るじゃないですか。ＹＭＣＡのこ

この今、幼稚園とか、貸し会議室とかあって、ここに書かれているように、例えば貸

し会議室で何か資格試験とかをやった後とかに、すごい交通、迎えの車がいっぱい停
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まっていたり、幼稚園の送り迎えのときに一時停車をしている車がすごいたくさんあ

るんですね。今、東西の道路が広いので、結構そこまで、そんなに支障はないかなと

いうふうに思うのですが、今度、京口門公園の南北の道路の方にＹＭＣＡとか、幼稚

園とか、貸し会議室とかが全部移ると、何か一時停車する車とかが、すごい南北の道

路のところの辺りとか、その裏の少し入った細い路地とかにたくさん集まってくるよ

うな気がして、一応、ここの市の対応としては、車回しのスペースをつくられるとい

うことであったのですけど、国際交流拠点のところにＹＭＣＡや幼稚園とか、全て移

ってくることになるのですかね。そうすると、何か南北のいわゆるバス通りのところ

がすごい渋滞、一時停車の車とか、そういうもので、一時的に日中とかも混むんじゃ

ないかなというのがすごく、私、ふだんからこの辺り、よく歩いてたり、バスに乗っ

たり、車に乗ったりして通っていて、車線が１車線ずつしかないので、思うところな

のですけど、ここは、何か車回しのスペースとかは、国際交流拠点のところに計画さ

れる御予定なのですかね。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 車回しスペースは、今画面に出ております国際交流拠点に設ける予定なのですが、

現在、何台も置けるとかというとこまでは、まだ今から設計して決めていくというふ

うに聞いております。以上でございます。 

○髙田委員 

 ありがとうございました。ここに１車線ずつしかないので、本当、今でもバスが１

台止まって、今、その京口門公園のところの前にバス停もありますので、あの辺りに、

一時停車する車とかがすごい増えるんじゃないかなというふうに、個人的には思うの

で、そういうのも設計される段階で、バス通りに支障がないように、何か考えていた

だければ良いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○渡邉会長 
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 ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 真鍋委員、どうぞ。 

○真鍋委員 

 真鍋です。 

 そもそものこの計画の資金についてのどういうやり方なのかというのが、すみませ

ん、理解がないのか、住居が４００戸というのは、こんなに要るのかなと。そもそも

の需要があるのかなというところが心配だったりはしたのですけれども、先ほどの御

説明だと、もともとの地権者に対する権利床を留保して、それ以外のところで、保留

床ですかね、を処分して、そこから事業費を捻出するんだというお話だったと思うの

ですけれども、特に住居部分について、権利床と保留床の割合をどの程度に見ている

のかと、もしもこの保留床が全部、先ほどのお話だと、ひょっとしたら割とハイクラ

スな住居ということであって、価格が高く、高騰するということになると、そこが処

分できないということもあるのかなと思うのですけれども、処分できなかったときに

は、事業費に対してどういう跳ね返りがあるのかという辺りを教えていただきたいで

す。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 まず、保留床と権利床がございますが、この権利床の部分については、今から行わ

れる権利返還後に決まってくるものでございます。なので、今、一概にそのバランス

がというようなお話はできませんが、まず、この保留床の処分、これが事業の成否、

確実性を見るときに重要なものであると我々も認識しております。この保留床の処分

につきましては、事業協力者であるＮＴＴ都市開発株式会社、これが今後、組合が設

立され、組合員となった際に、責任を持って保留床の取得を含めて処分に取り組むと

いう意向を事業者に対して示しておりまして、そこを事業者から市への提出文書で確
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認しております。以上でございます。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 

○真鍋委員 

 要するに、私の懸念としては、この保留床はＮＴＴ都市開発株式会社が取るから、

要は市の予算に対しての何らかの今後追加で必要だとか、そういうことは全くないと

理解して良いのでしょうか。市の財政への影響というところが気にはなるのですけれ

ども。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 再開発事業については、国、市から補助金を交付することができることとなってお

ります。本再開発事業も、国、または市の交付要綱に基づいて交付することになると

考えています。以上でございます。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 

○真鍋委員 

 それは、補助金として市の方から幾らでも出せるんだけれどもというような御趣旨

でしょうか。だから、今後、ＮＴＴ都市開発株式会社とか、事業体として、建設費が

かさんだとか、いろいろ予測の範囲を超えるようなことがあったときには、市からも

っと補助金をということになるのかどうかは確認しておきたいところではあるのです

が。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 すみません、説明が不足しておりました。先ほどの保留床の処分のところで説明さ
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せていただきましたが、保留床の部分につきましては、事業者が取得して処分するも

のでございます。保留床の専有部については、国や市の補助金は交付しておりません。

市や国が交付できるところというのは、いわゆる公共貢献と呼ばれるもの、公共性の

高い施設、ここでいうと、まちのリビング、オープンスペース、こういったところに

補助金が入っておりまして、こういったところに市が支出することができるというこ

とになっています。今後、恐らく御懸念の、例えば建設費の高騰であるとかいうこと

で、事業費が増えた場合も一応想定して、事業費の方、資金計画を組んでいくという

ふうに聞いております。以上でございます。 

○事務局（中西都市整備局長） 

 御質問は、市の財政に与える影響かというふうに思いますけども、まず、保留床に

つきましては、保留床を幾らに設定して、どういうふうに売るかというのは、この市

街地再開発事業のいわゆる根幹的な部分になる。その幾らの値づけをするのかという

ことにつきましては、今後、設計をして、市場動向を読んで、事業者がノウハウを生

かして価格を設定します。もちろん保留床が売れないと事業の収入がないので、売れ

る価格にしなければなりません。現状、世の中を見ますと、建設費を回収するために

保留床の値づけをすると、それは売れないという状況も出てきまして、世の中には再

開発事業、頓挫するケースも今、出てきております。ですので、本日は、このエリア

で再開発事業をしてもよいかどうかを御審議いただくもので、この事業の成立性は、

本日、可決いただければ、ここ、再開発事業をして良いんだということになりますの

で、それから事業計画をつくって、こういった資金計画を睨んでいく。万が一、保留

床が高くなり過ぎて売れないような計画になった場合は、当然いろんな方法がありま

す。最悪、市が補助するということもないわけではないですけど、そのことは、私ど

もとしては、今のところは考えておらず、基本的には、保留床の売れる値段で事業計

画をつくっていただいて、その中で事業推進していただきたいと、こういう方向で事

業者と調整をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○渡邉会長 
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 ありがとうございました。 

 真鍋委員、どうぞ。 

○真鍋委員 

 大枠としては理解しました。 

 もしもできるのであれば、広島市の方で口出しをして、そういう、後で手出しがな

いようなようにコントロールできるところはしていただけたらありがたいなという気

がいたしました。 

 すみません、もう一つお尋ねしたいことがあるんです。お尋ねというか、これは意

見になるかなと思うのですけれども、意見書のハイネス白峯ビルの件なのですけれど

も、広島市の考え方の要約が、少しハイネス白峯ビルの意見書の方の意向とずれてい

るのかなと受け取っています。というのが、恐らくこれ、ハイネス白峯ビル単体でい

ったときには、区分所有法の関係でいくと、５分の４の同意がないと、そもそも取壊

し、建て替えということができない、そういう話であったはずなのに、今回、たまた

まこの都市計画に入ったことで、実際、このハイネス白峯ビルの中の意思表明として

は、多分５分の４の賛成がないであろうにもかかわらず、全体の計画が進んでいるこ

とについての一定の異議を述べたいというか、そういうことなのかなという気がしま

す。先ほどの、同意書を出されていない方が１３名で、ハイネス白峯ビルの地権者が

２９名がおられるという話であると、半分近くの方が反対ということなのかなという

ふうに理解できますので、恐らくここの問題は、そこが実は大きな根深いところなん

だと思うのです。それについて、都市計画法では問題ありませんとだけ回答してしま

っているのは、少し寄り添いが足りないと言えば寄り添いが足りないのかなという気

がしますので、その点、ハイネス白峯ビルの方の内部での手続について、市が積極的

にどこまで関われるかということももちろんあるのでしょうけれども、もう少し丁寧

な手続が取れるようにということの御配慮をいただきたいなという気がいたします。

ここは意見です。よろしくお願いします。 

○渡邉会長 
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 ほか、ありますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○山本委員 

 山本でございます。 

 真鍋委員からもありましたように、ハイネス白峯ビルについて、もう少し詳しく話

を聞かせていただきたいのですが、住民の方は、今まで住み慣れた場所で穏やかに暮

らしたいというところで、新しい分譲マンションへの移転を求められており、その物

件には高額な追加費用が必要であるということが理由として上げられております。そ

れは、具体的に幾ら必要であるということは示されているのでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 マンションの所有者の方については、権利変換という方式がございますという説明

をさせていただいていますが、具体的な内容については、まだ今から設計をやってい

きますので、その段階で説明をさせていただくというふうに聞いております。以上で

ございます。 

○渡邉会長 

 続けてどうぞ。 

○山本委員 

 今の段階ではまだ示されていないと考えてよろしいですかね。 

 それで、ハイネス白峯ビルの場所を見ますと、新たに京口門公園が来るということ

でございまして、今度、このエリアを決めた、例えばハイネス白峯ビルの権利者、住

んでいらっしゃる方が２９世帯いらっしゃって、反対の方が１７名で、賛成の方が１

３名でよかったでしょうか。 

○渡邉会長 

 はい。 
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○事務局（岸本都市計画課長） 

 人数ですが、２９名の権利者がいらっしゃって、そのうち、都市計画提案時には、

同意書を出された方は１６名となっております。以上です。 

○山本委員 

 同意書が１６名で、出されてない方が１３名ということですね。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 はい。 

○山本委員 

 でありましたら、１３名の方が反対してらっしゃるということなのでしょうか。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 提案時の話にはなるのですが、残り１３名の方は、提案のときの確認では、そこま

で事業者の判断としては大きな反対なかったということから、提案されたものなので

すが、その後、意見書としては、確かに反対の意見として出されているという現状で

ございます。 

○渡邉会長 

 どうぞ。 

○山本委員 

 このエリアの再生というところが今回のテーマだと思うのですけど、その白峯ビル

を入れる、広ければ広いほど良いのでしょうけど、白峯ビルを除外して考えることは

できないのでしょうか。なぜ、エリアに入れることになったのか、詳しく教えていた

だけませんでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 ハイネス白峯ビルは、本事業の計画区域の中心に位置しており、本提案は、ハイネ

ス白峯ビルの敷地を含めて、街区全体で整備することで、一体となったオープンスペ
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ースを形成し、これを介して、各主体や諸機能の交流を促進するイベントの開催等、

これを実施することにより、街区全体での国際交流を含めたにぎわい創出を促進させ

るものであり、都市再生の拠点として、緊急かつ重点的に市街地整備を推進する上で、

本市としても妥当な区域設定であると考えています。以上でございます。 

○渡邉会長 

 続けてどうぞ。 

○山本委員 

 すみません。このエリア全体的には、９８パーセント以上の方の同意が得られてい

ると言いますけど、やはり白峯ビルだけのことを考えると、先ほど意見がございまし

たように、９８パーセント以下であるということは明白でありまして、中心と言われ

ますけど、本当に中心なんだろうかと思うところでございまして、市民の意見は、中

心ではないと、ここで住みたいとおっしゃってらっしゃると思うわけなんですけど、

今、Ｌ型ですもんね。長方形ではない、Ｌ型になっております。このＬ型の上にも土

地はあるわけでございまして、これが四角であって、真四角とか、長方形であって、

その中心の真ん中にこの白峯ビルがあるというのであれば、中心なんですよね。そこ

がないと、ドーナツ型になってしまうということだと思うのですけど、特に白峯ビル

だけ除外するということも考えられると思うのですが、そういったエリア設定はでき

ないのでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 先ほどと同一の御答弁させていただくのですが、やはりこのビルは、この敷地も含

めて、街区全体で整備することで、一体となった再開発事業ができるということで、

本市としても、やはり妥当な区域設定であると考えております。以上でございます。 

○渡邉会長 

 先に事務局の方から、どうぞ。 
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○事務局（横山都市計画担当部長） 

 すみません、手続を進める都市計画課としての立場でしゃべらさせていただきます。 

 市街地再開発事業でございますので、当然、事業として準備組合をつくって、経費

もかけて事業を進めてくるものでございます。今回の件につきましては、都市計画提

案なされた段階で、同意の方は、白峯ビルについてのマンションの過半数の方が同意

書を出されているという状況があり、同意書が全数でございませんので、当然、あと

の人、どうなんですかという話をしたところ、同意書を出すには至らないんだけれど

も、再開発事業そのもの、先ほど真鍋委員からもありましたけれども、建て替えをす

るのであれば、建て替え決議５分の４で今できるようになっておりますけれども、再

開発事業であれば、それが少し変わってきますというような状況もある中で、我々は、

そこの中身の事情は分かりませんけれども、一応は過半の同意を得ているという状況

があり、先ほど来申し上げております再開発事業という場合には、マンションで一つ

の、１票しかないんですよね。全体として法定要件の３分の２は当然満たしていると

いう状況の中で、提案をいただき、中身についても確認をさせていただいた上で、こ

の都市計画提案を受けました。計画が、この形が良いんだというのは、先ほどから、

市街地再開発担当課長が申しているとおりでございまして、京口門公園の方もビルの

中にあるのではなくて、角地に出してくるのが良いのだろうというふうに我々も思っ

ております。  

 というふうな総合的なところを勘案して、この提案を受けて、都市計画の手続を進

めてきたところでございますが、意見書が出せる状況になって、蓋を開けてみますと、

意見書がたくさん出てきたという状況があるので、改めて事業者に、地元の方に入っ

て、意見を聞くよう話はさせていただいております。その結果として、やはり再開発

事業そのものには反対ではないという方が意見書を出した方の中にも数名おられたり

もしましたので、これは、我々が直接関与する部分ではございませんが、再開発事業

というものの性格を鑑みて、事業者の方は進めようとしているところでございまして、

今の話を元に戻すとなると、事業の話とか、その他採算性の話とかも含めまして、我
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々が口出しをできる部分ではないところがあります。 

 手続といたしましては、今まで進めた手続を進めることとして、意見書に対しては

こういうふうに対応ということで返させていただいて、今に至っているというのが、

今日のこの場でございます。都市計画課としては、そういうお話で今まで話を聞いて

きて、ここまで進んでいるというような状況でございます。すみません、以上です。 

○渡邉会長 

 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○佐名田委員 

 この度の都市計画提案を受けられているわけですけども、この都市計画提案は、都

市再生特別措置法に基づく都市計画提案だというふうに理解をしているのですけども、

その場合は、事業実施の確実性というところで提案内容を審査するということになっ

ているかと思います。それで、実際に事業そのものができるかできないかというのは、

事業収支を立てて、きちっと再開発事業の中で検討するわけですけども、都市計画提

案の段階でも、事業実施の確実性を評価しなきゃいけないということがあると思うの

ですね。事業協力者として、ある企業が入っているかと思いますけども、この事業協

力者は資金調達であったり、保留床処分であったり、非常に大きな役割を持っていま

すので、この事業協力者との、途中で抜けるということがない、昔の都市計画にはそ

ういうのが、再開発事業にありましたけども、その辺りを、事業協力者との関係も含

めですが、事業実施の確実性について、どのように評価をされているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

○渡邉会長 

 事務局、お願いします。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 本事業の提案に当たっては、事業者より、具体的な事業内容と着実に実施する旨の

書面を提出されておりまして、この中で、事業計画の妥当性を判断しております。先
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ほどの事業協力者の部分についても、事業者の方で、事業協力者であるＮＴＴ都市開

発と事業協力に関する協定書を締結されておりまして、そういった協定書の提出も受

けて、事業の確実性を都市計画提案時に確認しております。以上でございます。 

○渡邉会長 

 田中委員、どうぞ。 

○田中委員 

 確認というか、質問なんですけども、今回、市街地再開発事業ということで、採算

性は当然あるかと思いますが、一方で、先ほど少し言われてましたが、公共貢献とい

う部分が一定程度求められるかと思いますので、御説明の中で、お話をいただいたの

かなと思うのですけれども、公共貢献という部分に関して、今回のこの市街地再開発

事業が広島のまちにとってどういう良いことがあるのかというところ、一旦整理して

御説明いただけると良いかなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

○渡邉会長 

 事務局、お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 今回、再開発事業では、国際交流拠点の整備、京口門公園のリニューアルとオープ

ンスペースの整備などが公共貢献として整備されます。これらの公共貢献が実施され

ることで、国内外からの高度人材や来訪者等の受入れ、これを促進するための受皿と

なる国際的かつ高次な教育、業務、住居機能の整備や国内外の様々な人々が集えるオ

ープンスペースや交流機会の提供、これらを行い、それらを相互に連携させることで、

当地区が全体として調和の取れた国際交流機能を有する地区となることが期待されま

す。また、この整備につきましては、この近接で行われています基町相生通地区再開

発事業と連携できないかということを今、事業者の方で模索しておりまして、それに

よって、にぎわいの創出や回遊性の向上、これらの事業効果がさらに高まることが期

待できるものと考えております。以上でございます。 

○田中委員 
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 ありがとうございます。そうしますと、国際交流という部分と、あと、都心部全体

のにぎわいという部分、その辺りが大きいということなのですかね。ありがとうござ

います。 

 今御説明の中で少しお話しいただいた基町相生通地区の再開発の場所もすぐ近くで

すので、そこの連携というのは是非お考えいただけると良いかなというふうに思いま

した。ありがとうございます。よく理解できました。 

○渡邉会長 

 ほか、ございますでしょうか。 

 最後に私から。 

 先ほど中西局長からも、また、佐名田委員からもありましたけども、今日の資料１

の５ページ目のところの広島市の考え方というところに基づきながら、今回、皆さん

に御審議いただいている都市計画決定、つまり、市街地再開発事業全体の流れの中で、

この都市計画決定がどういう意味があるのかというのを再確認をさせていただきたい

と思います。 

 お手元、５ページ目の権利変換等についてのところの最初のポツのところの下線部

が引いてある部分を見ていただきたいのですが、都市計画決定の後に、都市再開発法

に基づく「市街地再開発組合」が作成する権利変換計画等（個別対応）において、具

体的な内容を示すというふうになっております。つまり、今日の都市計画の決定につ

いては、再開発事業を行う区域だとか、そこで整備する公園の配置だとか、あるいは、

建物の概要とか、いわゆる事業の枠組みを都市計画で定める。そして、これを定めた

後に、今度は、基本設計だったり、資金調達だったり、具体的な内容を詰めていって、

実際、事業計画をつくるのですが、その事業計画などの決定とか認可、さらには、そ

の後に、今、準備組合だったものが、正式に組合となって事業を立ち上げるわけです

けども、その組合の設立認可の段階、つまり、都市再開発法に基づく手続の段階でも、

再度こうした議論がなされる。つまり、事業の内容について、先ほどから、たくさん

の御懸念があることについて、より詳細、具体的なところでの議論がなされるという
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理解でよろしいでしょうか。 

 事務局、どうぞ。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 委員がおっしゃいましたように、これからの手続としましては、まず、組合設立認

可、それが終わった後は、また権利変換の認可という手続がございます。確かにそう

いった認可をする場では、こうした審議会とかというものはやらないのですけれども、

そういったものについては、本日の御意見を踏まえて、これをより詳細に検討してい

って、認可の方向に持っていきたいと思っております。以上でございます。 

○渡邉会長 

 ありがとうございます。 

 事業計画などの決定認可は誰が行うのでしょうか。 

 お願いします。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 これは本市において認可されます。以上でございます。 

○渡邉会長 

 市長が認可をするという理解でよろしいですかね。 

 はい。 

○事務局（坂本市街地再開発担当課長） 

 はい、おっしゃるとおりでございます。以上でございます。 

○渡邉会長 

 ということでございます。何が聞きたかったかというと、今日は、この計画の大枠

について、この場で御議論をいただく中で、たくさんの御懸念が出てまいりました。

これらはしっかりと議事録に残りますので、それを踏まえて、事業計画をつくってい

ただきたいと思いますし、たくさん御懸念がありましたマンションの建て替えに対す

る問題も、当然のことながら、事業計画段階で詰めていくべきものだというふうに思

っております。ですので、本日この場で決めたいのは、この市街地再開発事業が広島
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の都心部にとってどういう意味があるのかということを事務局の方から御提案をいた

だいて、それについて合意をいただくということかというふうに私は理解していると

ころでございますし、それをお諮りしたいというふうに思う次第でございます。 

 ほかに御質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本件につきまして、特に意見がないようですので、第１号議案から第３

号議案につきましては、原案のとおり可決することにしてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○渡邉会長 

 ありがとうございます。異議なしと認めます。 

 それでは、第１号議案、第２号議案、第３号議案につきましては、原案のとおり可

決することといたします。 

 本日の審議事項は以上でございます。 

 続きまして、報告事項に移りたいと思います。 

 報告事項に関しましては、特段の質問がある場合にのみお受けすることにしたいと

思います。 

 では、事務局から説明お願いします。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 それでは、報告事項の都市再開発の方針の策定について説明します。資料は、お手

元に配付しています資料３となります。 

 本案件は、１１月の都市計画審議会において、議案として審議いただく案件ですが、

今回、４月から都市計画の手続を開始するに当たり、着手の報告をさせていただくも

のです。 

 初めに、都市再開発の方針の概要について説明します。都市再開発の方針とは、都

市再開発の長期的かつ総合的なマスタープランであり、都市再開発法第２条の３にお

いて、人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区

域においては、都市計画に定めるよう努めることとされております。都市再開発の方
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針では、図に示すとおり、グレーの色で示す市街化区域内の中に、青色で示します１

号市街地、オレンジ色で示します２号再開発促進地区を定めます。１号市街地は、都

市計画区域内の市街化区域において、計画的な再開発が必要な市街地とされています。

２号再開発促進地区は、１号市街地のうち、特に一体的かつ総合的な市街地の再開発

を促進すべき相当規模の地区とされています。 

 次に、策定の背景です。都市再開発の方針は、平成１０年に広島県が当時の名称で

市街地の開発及び再開発の方針を策定しており、これを本市では適用してきました。

この方針では、黄色で示す広島市の区域のみを対象として定められており、グレーの

色で示す他市町の区域は定められていませんでした。この度、廿日市市が再開発事業

を行うに当たり、広島県に対して、都市再開発の方針の策定の要望がありました。こ

れを受けて、広島県が新たに他市町の都市再開発の方針を策定することとなったもの

です。広島市の区域については、平成２４年に都市計画法の改正により、政令市が決

定することになっており、広島県が新たに策定するこの機会を捉えて、本市において

も、これまでの方針の更新を行いまして、新たに都市再開発の方針として策定するも

のです。本市の都市再開発の方針では、これまでの方針の内容で支障がないことから、

必要最小限の時点修正を行うものです。 

 次に、対象範囲です。広島圏都市計画区域は、本市のほか、大竹市、廿日市市、呉

市、安芸郡４町の４市４町から構成されています。本方針では、広島圏都市計画区域

のうち、赤色で示す広島市域の市街化区域を対象範囲としています。また、県が策定

する方針では、グレーの色で示す広島市域外の市町の市街化区域が対象範囲となりま

す。 

 最後に、スケジュールです。今後、４月に素案の閲覧、５月に公聴会の開催、９月

に都市計画案の縦覧を行い、１１月の都市計画審議会で議案として審議いただき、１

２月に県と同日付けで都市計画決定の告示を行う予定としております。 

 以上で報告事項の説明を終わります。 

○渡邉会長 
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 ありがとうございました。 

 報告事項につきまして、御質問ある方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、報告事項に関しましては、これで終わりにしたいと思います。 

 以上で予定されていた案件は全て終了しましたが、その他、事務局から何かありま

すでしょうか。 

 お願いします。 

○事務局（岸本都市計画課長） 

 本日は熱心に御議論いただき、誠にありがとうございました。 

 本年度の審議会は、３回開催し、今回の審議会をもちまして、予定していました案

件は全て御審議いただくことができました。ありがとうございました。 

 次年度も引き続き審議会の開催を予定しており、次回の開催日については、決まり

次第、連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○渡邉会長 

 それでは、以上で本日の審議会を終了したいと思います。本日はお忙しい中、御出

席いただきまして、また、いろいろな御意見をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。 


